
理

由

最
近
に
お
け
る
内
外
の
経
済
情
勢
等
に
対
応
す
る
た
め
、
個
人
使
用
貨
物
の
課
税
価
格
決
定
の
特
例
の
廃
止
、
不
当
廉
売
関

税
の
迂
回
防
止
制
度
の
創
設
、
保
税
蔵
置
場
等
の
業
務
に
係
る
手
順
及
び
体
制
に
関
す
る
事
項
を
規
定
し
た
規
則
の
策
定
の
義

う

務
付
け
並
び
に
業
務
改
善
命
令
等
に
係
る
規
定
の
整
備
、
暫
定
関
税
率
の
適
用
期
限
の
延
長
等
の
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
あ

る
。
こ
れ
が
、
こ
の
法
律
案
を
提
出
す
る
理
由
で
あ
る
。


